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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第113期
第３四半期
連結累計期間

第114期
第３四半期
連結累計期間

第113期
第３四半期
連結会計期間

第114期
第３四半期
連結会計期間

第113期

会計期間

平成21年
４月１日から
平成21年
12月31日まで

平成22年
４月１日から
平成22年
12月31日まで

平成21年
10月１日から
平成21年
12月31日まで

平成22年
10月１日から
平成22年
12月31日まで

平成21年
４月１日から
平成22年
３月31日まで

売上高（百万円）  181,329 189,986  57,941  68,197 273,526

経常利益（百万円）  10,178  8,719  3,041  2,101 16,067

四半期（当期）純利益（百万円）  9,230  8,309  2,143  2,709 7,906

純資産額（百万円） － －  94,518  99,407 93,199

総資産額（百万円） － －  334,002 329,813 349,330

１株当たり純資産額（円） － － 101.04 107.29 99.15

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
11.62 10.47 2.70 3.41 9.95

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
9.79 9.07 2.27 3.16 8.38

自己資本比率（％） － － 24.0 25.8 22.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
 △1,079  15,183 － － 5,508

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
 △9,779  △8,072 － － △12,658

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
 5,334  △20,286 － － 8,755

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ －  44,568  38,445 51,689

従業員数（人） － － 8,022 8,214 8,004

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２．売上高には、消費税等を含んでいない。
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はない。また、主要な関係会社の異動は以下のとおりである。

（環境部門）

　AE&E Inova AGの全株式を平成22年12月20日に取得したことにより、同社が連結子会社となった。

 

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となった。 

名称 住所 資本金
主要な事業の
内容

議決権
の所有
割合
（％）

当社との関係内容

役員の兼任等(人)
事業上の関係

兼任 出向 転籍

（連結子会社）　 　 　 　 　 　 　 　

AE&E Inova AG
スイス

Zurich

40,000

千CHF　
環境 100.02 0 0

当社がごみ焼却炉に係

る技術を導入

　　（注）主要な事業の内容欄には、セグメント情報の名称を記載している。

　

４【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

 平成22年12月31日現在

従業員数（人） 8,214  

　（注）　従業員数には、就業人員数を記載している。なお、平均臨時従業員数については、当該臨時従業員の総数が従業員

数の100分の10未満であるため、記載を省略している。

(2) 提出会社の状況

 平成22年12月31日現在

従業員数（人） 2,991  

　（注）　従業員数には、就業人員数を記載している。なお、平均臨時従業員数については、当該臨時従業員の総数が従業員

数の100分の10未満であるため、記載を省略している。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりである。 

セグメントの名称 金額（百万円） 前年同四半期比（％）

環境 22,127 －

プラント 7,270 －

機械 15,298 －

プロセス機器 3,651 －

インフラ 10,660 －

精密機械 11,282 －

その他 2,134 －

合計 72,424 －

　（注）１．金額は、販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去している。

２．上記の金額には、消費税等を含んでいない。

　

(2) 受注状況

　当第３四半期連結会計期間における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりである。

セグメントの名称 受注高（百万円）
前年同四半期比
（％）

受注残高(百万円)
前年同四半期比
（％）

環境 22,592 － 202,727 －

プラント 6,220 － 33,960 －

機械 11,145 － 73,084 －

プロセス機器 3,113 － 13,340 －

インフラ 7,501 － 27,126 －

精密機械 5,386 － 14,911 －

その他 2,377 － 297 －

合計 58,336 － 365,448 －

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去している。

２．上記の金額には、消費税等を含んでいない。

　

(3) 販売実績

　当第３四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりである。

セグメントの名称 金額（百万円） 前年同四半期比（％）

環境 19,168 －

プラント 6,272 －

機械 15,339 －

プロセス機器 2,907 －

インフラ 11,234 －

精密機械 10,875 －

その他 2,400 －

合計 68,197 －

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去している。

２．上記の金額には、消費税等を含んでいない。

３．当社グループの事業の性質上、連結会計年度末に完成する工事の割合が大きく、売上高が連結会計年度末に

集中することから、販売実績は季節的変動が大きくなる傾向がある。

４．総販売実績に対し10％以上に該当する販売先はない。
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２【事業等のリスク】

　当第３四半期連結会計期間において、前事業年度の有価証券報告書及び第２四半期連結会計期間の四半期報告書に

記載した事業等のリスクについて重要な変更があった事項は、次のとおりである。 

　なお、文中の将来に関する事項は、四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものである。

　

  重要な訴訟

　ごみ焼却炉建設工事の入札に関して独占禁止法違反があったとして、平成19年３月23日付で、公正取引委員会から課

徴金納付命令が出され、審判が行われていたところ、平成22年11月10日付で、当社に対し、4,901百万円の課徴金納付を

命じる審決があったが、当社は東京高等裁判所に審決取消請求訴訟を提起し、現在係属中である。

　

３【経営上の重要な契約等】

　当社及びアタカ大機㈱（連結子会社）は、ユニチカ㈱から環境事業を譲り受けることについて平成22年12月１日付

で基本合意書を締結した。

　その主な内容は次のとおりである。

　(1)ユニチカ㈱の環境事業のうち、ごみ処理事業については、エスエヌ環境テクノロジー㈱（連結子会社）ほかが、水

処理事業については、アタカ大機㈱ほかが譲り受ける。

　(2)平成23年４月１日付での事業譲り受けを目標に、今後、詳細な検討を進める。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中における将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものである。

 

(1) 業績の状況

当第３四半期連結会計期間における世界経済は、中国等の新興国では回復基調が持続しているものの、欧州の一

部での財政不安など、景気の下押しリスクが懸念される。また、わが国においても、円高の継続や雇用環境の悪化等、

景気の先行きは不透明な状況が続いた。

　　こうした中で、当社グループは、中期経営計画「Hitz Innovation Ⅱ」のもと、ポートフォリオ経営の推進、新製品

・新事業開発と設備投資拡大、人材育成策の強化と人材確保・活用などに取り組むことにより、高収益企業の実現

に向け、さらなる飛躍・発展を図ってきた。

　以上のような取り組みを進める中で、当第３四半期連結会計期間の業績については、売上高は、前第３四半期連結

会計期間に比べ10,256百万円（17.7％）増加の68,197百万円となった。損益面では、営業利益は、前第３四半期連結

会計期間に比べ397百万円（19.2％）増加の2,464百万円となったものの、経常利益は、持分法による投資利益の減

少等により、前第３四半期連結会計期間に比べ940百万円（30.9％）減少の2,101百万円となった。なお、四半期純利

益は、当第３四半期連結会計期間に特別利益を計上したこと等により、前第３四半期連結会計期間に比べ566百万円

（26.4％）増加の2,709百万円となった。

　なお、第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成

21年３月27日）を適用しており、従来、製品の種類・性質等の類似性に基づき決定していた事業セグメントの区分

を、経営管理上のセグメント区分に変更している。

　セグメントごとの業績の概要は次のとおりである。

①環境部門

豊富な受注残高を背景として、売上高は19,168百万円、セグメント利益は662百万円となった。

②プラント部門

民間設備投資の低迷の影響により、売上高は6,272百万円、セグメント損失は５百万円となった。

③機械部門

関連する民間需要が低迷している中で、売上高は15,339百万円、セグメント利益は1,025百万円となった。

④プロセス機器部門

厳しい受注環境が継続していることから、売上高は2,907百万円、セグメント損失は252百万円となった。

⑤インフラ部門

受注競争激化が続く中で、売上高は11,234百万円となったものの、セグメント損失は196百万円となった。

⑥精密機械部門

大口工事の売上等により、売上高は10,875百万円、セグメント利益は821百万円となった。

⑦その他部門

売上高は2,400百万円、セグメント利益は313百万円となった。

　　当社グループの事業の性質上、連結会計年度末に完成する工事の割合が大きく、売上高が連結会計年度末に集中す

ることから、業績は季節的変動が大きくなる傾向がある。

　　また、財政状態については次のとおりである。

①流動資産

前四半期連結会計期間末の163,652百万円から5,311百万円（3.2％）増加し、168,963百万円となった。これは、

主に受取手形及び売掛金の増加によるものである。

②固定資産

前四半期連結会計期間末の159,209百万円からほぼ横ばいの160,702百万円となった。

③負債

前四半期連結会計期間末の226,460百万円から3,946百万円（1.7％）増加し、230,406百万円となった。これは、

主に支払手形及び買掛金の増加によるものである。

④純資産

前四半期連結会計期間末の96,569百万円から2,838百万円（2.9％）増加し、99,407百万円となった。これは、主

に四半期純利益の計上によるものである。
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(2) キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前第３四半期

連結会計期間にあった売上債権の減少が当第３四半期連結会計期間においては増加に転じたこと等により、前第３

四半期連結会計期間に比べ6,123百万円減少の38,445百万円となった。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間において営業活動によって使用した資金は、7,641百万円（前第３四半期連結会計期

間は1,114百万円の獲得）となった。これは、前第３四半期連結会計期間にあった売上債権の減少が当第３四半期

連結会計期間においては増加に転じたこと等によるものである。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間において投資活動によって使用した資金は、前第３四半期連結会計期間に比べ451百

万円減少し3,308百万円となった。これは、前第３四半期連結会計期間に比べ定期預金の払戻が増加したこと等に

よるものである。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間において財務活動によって獲得した資金は、前第３四半期連結会計期間に比べ5,773

百万円減少し2,260百万円となった。これは、前第３四半期連結会計期間に比べ長短借入れによる収入が減少した

こと等によるものである。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はない。

 

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結会計期間における当社グループの研究開発費は1,637百万円である。

なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況について重要な変更はない。

 

(5) 経営成績に重要な影響を与える要因について

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性のある要因について重要な

変更はない。

 

(6) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報

①キャッシュ・フロー

　当第３四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローについては、上記「(2)キャッシュ・フローの状況」

に記載している。

②有利子負債

  当第３四半期連結会計期間末の有利子負債は前四半期連結会計期間末の91,687百万円から、2,310百万円増

加し、93,997百万円となった。

 

(7) 戦略的現状と今後の方針　

　当社グループでは、平成20年度から３か年の中期経営計画「Hitz Innovation Ⅱ」のもと、高収益企業の実現に向

けて、ポートフォリオ経営の推進、新事業・新製品開発と設備投資拡大、人材育成策の強化と人材確保・活用といっ

た重点施策を鋭意推進し、当社グループの特性である「ものづくりとエンジニアリング」の優れた技術力を活かし

た豊かな地球環境と社会基盤づくりに貢献するとともにグループ全体での企業価値の向上を図っていく所存であ

る。
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第３【設備の状況】
(1) 主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

 

(2) 設備の新設、除却等の計画

①重要な設備計画の変更

　　　当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重

要な変更はない。

②重要な設備計画の完了

　当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等で完

了したものはない。

③当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はな

い。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 2,000,000,000

計 2,000,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成22年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年２月10日）

上場金融商品取引所名
または登録認可金融商
品取引業協会名

内容

普通株式 796,073,282 796,073,282

東京証券取引所

大阪証券取引所

各市場第一部

単元株式数500株

計 796,073,282 796,073,282 － －

　（注）「提出日現在発行数」の欄には、平成23年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれていない。

 

(2)【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりである。

平成19年９月５日取締役会決議

2012年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権付社債の残高（百万円） 15,070

新株予約権の数（個） 1,507

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数500株

新株予約権の目的となる株式の数（株） 70,093,023

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）４

新株予約権の行使期間
平成19年10月10日から

平成24年９月16日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）
（注）５

新株予約権の行使の条件 （注）６

新株予約権の譲渡に関する事項 －

代用払込みに関する事項 （注）７

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）８
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（注）１．(1)本新株予約権付社債は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第８項に規定する行使価額修正条項

付新株予約権付社債券等である。 

　　　　　(2)本新株予約権付社債は、株価の下落により、新株予約権の行使時の転換価額が修正され、新株予約権の行使目的

となる株式の数が増加するものである。修正の基準、修正の頻度及び転換価額の下限は以下のとおりであ

る。

　　　　　　 転換価額は、(i)平成22年９月24日（日本時間、以下「第一回修正日」という。）まで（当日を含む。）の20連続

取引日の当社普通株式の終値の平均値（１円未満の端数は切り上げる。）が、第一回修正日に有効な転換

価額を１円以上下回る場合には、平成22年10月４日（日本時間）以降、かかる終値の平均値(本新株予約

権付社債の要項に従って調整される。)に修正され、(ⅱ)平成23年９月22日（日本時間、以下「第二回修正

日」という。）まで（当日を含む。）の20連続取引日の当社普通株式の終値の平均値（１円未満の端数は

切り上げる。）が、第二回修正日に有効な転換価額を１円以上下回る場合には、平成23年10月３日（日本

時間）以降、かかる終値の平均値（本新株予約権付社債の要項に従って調整される。）に修正される。

　　　 　　　なお、転換価額の下限は、172円である。

　　　　　(3)当社の決定による本新株予約権付社債の全額の繰上償還及び買入消却を可能とする旨の条項はあるが、本新株

予約権のみの全部の取得を可能とする旨の条項はない。

　　　２．本新株予約権付社債所持人との間で、平成22年９月30日までは、本新株予約権付社債の要項に従い、ある四半期

の初日から最終日の期間において、当社普通株式の終値が、当該四半期の直前の四半期の最後の取引日に終

了する30連続取引日のうちいずれかの20取引日において、当該直前の四半期の最後の取引日において適用の

ある転換価額の120%を超える場合に限って、本新株予約権を行使することができる旨取り決めている。

　　　３．当社の株券の売買に関する事項についての本新株予約権付社債所持人との取り決めはない。

　　　４．(1)本新株予約権１個の行使に際し、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとする。なお、本新株予約権

１個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。

(2)転換価額は、当初215円とする。なお、本社債の社債要項に規定された転換価額の修正条項の適用により、

転換価額は平成22年10月４日から172円に修正されている。

５．本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条（平成

21年４月１日改正後の同規則第17条）第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、

資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

６．(1)本新株予約権の一部行使はできない。

(2)本新株予約権付社債所持人は、平成22年９月30日までは、本新株予約権付社債の要項に従い、ある四半期

の初日から最終日の期間において、当社普通株式の終値が、当該四半期の直前の四半期の最後の取引日に

終了する30連続取引日のうちいずれかの20取引日において、当該直前の四半期の最後の取引日において

適用のある転換価額の120%を超える場合に限って、本新株予約権を行使することができる。平成22年10月

１日以降の期間においては、本新株予約権付社債の要項に従い、本新株予約権付社債所持人は、いつでも

本新株予約権を行使することができる。

７．本新株予約権１個の行使に際し、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとする。なお、本新株予約権

１個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。

８．当社が組織再編成行為を行う場合、(ⅰ)その時点において（法律の公的または司法上の解釈または適用につ

いて考慮した結果）法律上実行可能であり、(ⅱ)その実行のための仕組みが既に構築されているかまたは構

築可能であり、かつ(ⅲ)その全体の実行のために当社が不合理であると判断する費用や支出（課税を含

む。）を当社または承継会社等に生じさせることがない限りにおいて、当社は、承継会社等をして、本新株予

約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の債務を承継させるための措置を執り、承継会社等の新株

予約権の交付を実現させるよう最善の努力を尽くすものとする。

 

EDINET提出書類

日立造船株式会社(E02124)

四半期報告書

10/34



(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

①平成19年９月５日取締役会決議

2010年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債　

 
第２四半期会計期間

（平成22年７月１日から
平成22年９月30日まで）

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等

の数（個）
－

当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数（株） －

当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等（円） －

当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額

（百万円）
－

当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約

権付社債券等の数の累計（個）
－

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に

係る累計の交付株式数（株）
－

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に

係る累計の平均行使価額等（円）
－

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に

係る累計の資金調達額（百万円）
－

（注）権利行使の可能な期間が平成22年９月16日までであるため、当第３四半期会計期間における行使状況等につい

ては記載していない。

　

②平成19年９月５日取締役会決議

2012年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債　

 
第２四半期会計期間

（平成22年７月１日から
平成22年９月30日まで）

第３四半期会計期間
（平成22年10月１日から
平成22年12月31日まで）

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修

正条項付新株予約権付社債券等の数（個）
－ －

当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数

（株）
－ －

当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等

（円）
－ －

当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額

（百万円）
－ －

当該四半期会計期間の末日における権利行使された当

該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累

計（個）

－ －

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正

条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数

（株）

－ －

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正

条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価

額等（円）

－ －

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正

条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額

（百万円）

－ －
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(4)【ライツプランの内容】

　該当事項なし。　 

　

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高(千株)

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高（百万円）

平成22年10月１日～

平成22年12月31日
－ 796,073 － 45,442 － 5,946

  

(6)【大株主の状況】

１．当第３四半期会計期間において、野村證券株式会社及びその共同保有者であるNOMURA INTERNATIONAL

PLC、野村アセットマネジメント株式会社から平成22年12月７日付変更報告書の写しの送付があり、平成22年

11月30日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けているが、株主名簿の記載内容が

確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができない。 

氏名または名称 住所
保有株券等の数
（株）

株券等保有割合
（％）

野村證券株式会社  東京都中央区日本橋１丁目９－１ 2,112,956 0.27

NOMURA INTERNATIONAL PLC

 Nomura House,1 St.Martin's-le- 

 Grand, London, EC1A 4NP, UNITED

 KINGDOM

35,424,545 4.28

野村アセットマネジメント株

式会社
 東京都中央区日本橋１丁目12－１ 48,478,500 6.09

２．当第３四半期会計期間において、みずほ信託銀行株式会社及びその共同保有者であるみずほ証券株式会

社、みずほ投信投資顧問株式会社から平成22年12月７日付変更報告書の写しの送付があり、平成22年11月30

日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けているが、株主名簿の記載内容が確認で

きないため、当社として実質所有株式数の確認ができない。 

氏名または名称 住所
保有株券等の数
（株）

株券等保有割合
（％）

みずほ信託銀行株式会社  東京都中央区八重洲１丁目２－１ 41,457,000 5.21

みずほ証券株式会社  東京都千代田区大手町１丁目５－１ 1,008,499 0.13

みずほ投信投資顧問株式会社 東京都港区三田３丁目５－27 2,103,500 0.26
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(7)【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成22年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしている。

 

①【発行済株式】

 平成22年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　2,145,500 － 単元株式数500株

完全議決権株式（その他） 普通株式　790,683,500 1,581,367 同上

単元未満株式 普通株式　　3,244,282 － －

発行済株式総数 796,073,282 － －

総株主の議決権 － 1,581,367 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式37,500株が含まれている。また、「議決権

の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数75個が含まれている。

 

②【自己株式等】

 平成22年12月31日現在

所有者の氏名または名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

日立造船株式会社
大阪市住之江区南港北１

丁目７－89
2,145,500－ 2,145,500 0.27

計 － 2,145,500－ 2,145,500 0.27

　（注）　株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が3,000株（議決権の数６個）ある。なお、

当該株式数は上記「①　発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式に含めている。

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 139 132 132 127 128 122 119 120 124

最低（円） 129 108 111 119 113 113 113 114 116

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。

　なお、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成している。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平

成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表については、あずさ監査法人による四半期レビューを受け、当第３四半期連結会計期間（平成22年10

月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日ま

で）に係る四半期連結財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けている。 

　なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査法人となっ

ている。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 41,579 55,826

受取手形及び売掛金 （注２、５）
 75,002

（注２）
 91,590

有価証券 33 43

商品及び製品 438 432

仕掛品 （注４）
 35,734

（注４）
 28,688

原材料及び貯蔵品 3,444 3,703

その他 13,252 11,307

貸倒引当金 △520 △591

流動資産合計 168,963 191,001

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） （注１）
 33,195

（注１）
 33,196

土地 71,267 71,303

その他（純額） （注１）
 25,879

（注１）
 27,590

有形固定資産合計 130,342 132,090

無形固定資産

その他 1,649 1,643

無形固定資産合計 1,649 1,643

投資その他の資産

その他 30,430 25,638

貸倒引当金 △1,720 △1,315

投資その他の資産合計 28,710 24,322

固定資産合計 160,702 158,056

繰延資産 147 273

資産合計 329,813 349,330
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 56,973 53,121

短期借入金 30,647 28,566

1年内償還予定の社債 900 14,777

未払法人税等 742 882

前受金 21,743 23,295

役員賞与引当金 31 75

保証工事引当金 3,584 4,170

工事損失引当金 （注４）
 3,275

（注４）
 3,550

訴訟損失引当金 9,957 11,869

その他 28,071 35,660

流動負債合計 155,927 175,970

固定負債

社債 15,201 15,557

長期借入金 46,828 53,462

退職給付引当金 8,069 7,431

役員退職慰労引当金 661 676

負ののれん 203 438

資産除去債務 851 －

その他 2,662 2,594

固定負債合計 74,479 80,161

負債合計 230,406 256,131

純資産の部

株主資本

資本金 45,442 45,442

資本剰余金 5,973 5,973

利益剰余金 35,308 28,587

自己株式 △279 △267

株主資本合計 86,444 79,736

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △209 △90

繰延ヘッジ損益 △399 △463

土地再評価差額金 △139 △139

為替換算調整勘定 △519 △316

評価・換算差額等合計 △1,268 △1,009

新株予約権 0 0

少数株主持分 14,229 14,472

純資産合計 99,407 93,199

負債純資産合計 329,813 349,330
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 （注１）
 181,329

（注１）
 189,986

売上原価 152,652 158,704

売上総利益 28,677 31,281

販売費及び一般管理費 （注２）
 21,029

（注２）
 24,097

営業利益 7,647 7,184

営業外収益

受取利息 38 32

受取配当金 177 140

持分法による投資利益 2,796 2,507

その他 1,509 1,157

営業外収益合計 4,522 3,838

営業外費用

支払利息 1,105 1,094

その他 886 1,208

営業外費用合計 1,991 2,302

経常利益 10,178 8,719

特別利益

訴訟損失引当金戻入益 － 1,162

特別利益合計 － 1,162

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 573

特別損失合計 － 573

税金等調整前四半期純利益 10,178 9,308

法人税等 1,498 956

少数株主損益調整前四半期純利益 － 8,352

少数株主利益又は少数株主損失（△） △550 43

四半期純利益 9,230 8,309
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 （注１）
 57,941

（注１）
 68,197

売上原価 48,732 57,694

売上総利益 9,208 10,503

販売費及び一般管理費 （注２）
 7,141

（注２）
 8,039

営業利益 2,067 2,464

営業外収益

受取利息 10 8

受取配当金 19 16

持分法による投資利益 1,090 378

その他 434 64

営業外収益合計 1,555 467

営業外費用

支払利息 364 336

その他 217 494

営業外費用合計 581 830

経常利益 3,041 2,101

特別利益

訴訟損失引当金戻入益 － 1,162

特別利益合計 － 1,162

税金等調整前四半期純利益 3,041 3,263

法人税等 1,366 460

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,802

少数株主利益又は少数株主損失（△） △469 93

四半期純利益 2,143 2,709
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 10,178 9,308

減価償却費 6,200 6,460

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 573

貸倒引当金の増減額（△は減少） △197 334

退職給付引当金の増減額（△は減少） 670 638

工事損失引当金の増減額（△は減少） △869 △275

訴訟損失引当金の増減額(△は減少) △8,219 △1,912

その他の引当金の増減額（△は減少） △849 △644

受取利息及び受取配当金 △216 △173

支払利息 1,105 1,094

持分法による投資損益（△は益） △2,796 △2,507

投資有価証券売却損益（△は益） △34 △1

投資有価証券評価損益（△は益） 1 51

売上債権の増減額（△は増加） 27,588 16,588

たな卸資産の増減額（△は増加） △646 △6,793

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,418 △1,856

仕入債務の増減額（△は減少） △23,254 3,851

未払費用の増減額（△は減少） △9,840 △7,093

前受金の増減額（△は減少） 459 △1,552

その他の流動負債の増減額（△は減少） △4,560 929

その他 3,082 △104

小計 1,219 16,916

利息及び配当金の受取額 570 280

利息の支払額 △1,113 △985

法人税等の支払額 △1,756 △1,028

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,079 15,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △5,865

定期預金の払戻による収入 － 6,864

有形固定資産の取得による支出 △6,581 △6,566

有形固定資産の売却による収入 23 36

無形固定資産の取得による支出 △202 △270

投資有価証券の取得による支出 △1,350 △2,045

投資有価証券の売却による収入 57 27

その他 △1,724 △253

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,779 △8,072
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △3,027 △1,830

長期借入れによる収入 20,300 8,200

長期借入金の返済による支出 △11,063 △10,922

社債の償還による支出 △800 △14,110

配当金の支払額 － △1,587

その他 △73 △36

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,334 △20,286

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 △68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,525 △13,244

現金及び現金同等物の期首残高 50,094 51,689

現金及び現金同等物の四半期末残高 （注）
 44,568

（注）
 38,445
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第３四半期連結累計期間
（平成22年４月１日から
平成22年12月31日まで）

１．連結の範囲に関する事項の変更 (1) 連結の範囲の変更

　当第３四半期連結会計期間に株式を取得したAE&E Inova AGについて

は、その重要性から連結の範囲に含めた。

 (2) 変更後の連結子会社の数

62社

２．持分法の適用に関する事項の変更 (1) 持分法適用関連会社

　①持分法適用関連会社の変更

　第１四半期連結会計期間に設立した舟山普斯耐馳船舶機械有限公司は、

その重要性から持分法適用の関連会社に含めた。

 　②変更後の持分法適用関連会社の数

12社

３．会計処理基準に関する事項の変更 (1) 資産除去債務に関する会計基準の適用

　第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企

業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を

適用している。

　これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益がそれ

ぞれ46百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は619百万円減少してい

る。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は837百万

円である。

(2)「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関

する当面の取扱い」の適用　

　第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計

基準第16号　平成20年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計

処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号　平成20年３月10日）

を適用している。 

　なお、これによる経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はな

い。

(3) 企業結合に関する会計基準等の適用　 

　当第３四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業

会計基準第21号　平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係

る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号　平成20年12月26日）、

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成20年12月26

日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号　平成20年12月

26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する

適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）を適用し

ている。　
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【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
（平成22年４月１日から
平成22年12月31日まで）

（四半期連結損益計算書関係）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一部を

改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損

益調整前四半期純利益」の科目で表示している。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　前第３四半期連結累計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた「定期預金の預

入による支出」及び「定期預金の払戻による収入」は、重要性が増加したため、当第３四半期連結累計期間より区分掲

記することとした。なお、前第３四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれる

「定期預金の預入による支出」及び「定期預金の払戻による収入」はそれぞれ△1,137百万円及び638百万円である。

　

当第３四半期連結会計期間
（平成22年10月１日から
平成22年12月31日まで）

（四半期連結損益計算書関係）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一部を

改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第３四半期連結会計期間では、「少数株主損

益調整前四半期純利益」の科目で表示している。　

　

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（平成22年４月１日から
平成22年12月31日まで）

１．一般債権（経営状態に重大な問題が

生じていない債務者に対する債権）

の貸倒見積高の算定方法

　貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率等により一

般債権の貸倒見積高を算定している。

２．棚卸資産の評価方法 　四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略

し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定し

ている。また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなも

のについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行っている。

３．固定資産の減価償却費の算定方法 　減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計

年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定している。また、一部の連結子

会社は、固定資産の年度中の取得、売却または除却等の見積りを考慮した予算

に基づく年間償却予定額を期間按分して算定している。

４．法人税等ならびに繰延税金資産及び

繰延税金負債の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環

境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前

連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニン

グを利用している。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（平成22年４月１日から
平成22年12月31日まで）

税金費用の計算 　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金

等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積

り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算している。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示している。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１．有形固定資産の減価償却累計額 １．有形固定資産の減価償却累計額

　 102,980百万円 　 100,336百万円

２．受取手形裏書譲渡高 211百万円 ２．輸出手形割引高 25百万円

　　受取手形裏書譲渡高 183　〃

３．保証債務

連結会社以外の会社の履行義務等に対し、債務保証を

行っている。 

㈱ユーラスエナジー北野沢クリフ 27百万円

その他 6　〃　　

　計   33百万円　　

３．保証債務

連結会社以外の会社のリース債務等に対し、債務保証

を行っている。

㈱北海道ニーズ 52百万円

その他 25　〃　　

　計 78百万円　　

４．損失が見込まれる工事契約に係る棚卸資産と工事損失

引当金は、相殺せずに両建てで表示している。

　　損失の発生が見込まれる工事契約に係る棚卸資産のう

ち、工事損失引当金に対応する額は645百万円（うち、

仕掛品645百万円）である。　

４．損失が見込まれる工事契約に係る棚卸資産と工事損失

引当金は、相殺せずに両建てで表示している。

　　損失の発生が見込まれる工事契約に係る棚卸資産のう

ち、工事損失引当金に対応する額は510百万円（うち、

仕掛品510百万円）である。

５．四半期連結会計期間末日の満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理している。

　　なお、当第３四半期連結会計期間の末日は金融機関の休

日であったため、次の満期手形が四半期連結会計期間

末日の残高に含まれている。

５．　　　　　　　──────── 

受取手形 919百万円

支払手形 794　〃

　

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（平成21年４月１日から
平成21年12月31日まで）

当第３四半期連結累計期間
（平成22年４月１日から
平成22年12月31日まで）

１．当社グループの事業の性質上、連結会計年度末に完成

する工事の割合が大きく、売上高が連結会計年度末に

集中することから、売上高は季節的変動が大きくなる

傾向がある。

１．　　　　　　　　　　同左

２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりである。

２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりである。

販売費 2,466百万円

給料手当 10,033　〃

賃借料 1,013　〃

旅費交通費 1,084　〃

試験研究費 3,136　〃

販売費 2,945百万円

給料手当 10,548　〃

賃借料 888　〃

旅費交通費 1,266　〃

試験研究費 4,443　〃
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前第３四半期連結会計期間
（平成21年10月１日から
平成21年12月31日まで）

当第３四半期連結会計期間
（平成22年10月１日から
平成22年12月31日まで）

１．当社グループの事業の性質上、連結会計年度末に完成

する工事の割合が大きく、売上高が連結会計年度末に

集中することから、売上高は季節的変動が大きくなる

傾向がある。

１．　　　　　　　　　　同左

２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりである。

２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりである。

販売費 890百万円

給料手当 3,354　〃

賃借料 322　〃

旅費交通費 372　〃

試験研究費 1,132　〃

販売費 901百万円

給料手当 3,505　〃

賃借料 291　〃

旅費交通費 432　〃

試験研究費 1,637　〃

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（平成21年４月１日から
平成21年12月31日まで）

当第３四半期連結累計期間
（平成22年４月１日から
平成22年12月31日まで）

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係（平成21年12月31

日現在）

現金及び預金勘定   46,332百万円　　

預入期間が３か月を超える定期預金  △1,763　〃

現金及び現金同等物   44,568百万円　　

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係（平成22年12月31

日現在）

現金及び預金勘定   41,579百万円　　

預入期間が３か月を超える定期預金  △3,134　〃

現金及び現金同等物   38,445百万円　　

 

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22年12月31日まで）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　　796,073千株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　　2,181千株

　

３．新株予約権等に関する事項

　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　連結子会社　０百万円 

 

４．配当に関する事項

　配当金支払額

　　平成22年６月25日の定時株主総会において、次のとおり決議している。

　　・普通株式の配当に関する事項

　　　　①　配当金の総額　　　　　　　 1,587百万円

　　　　②　１株当たり配当額　　　　　　　　　２円

　　　　③　基準日　　　　　　　　平成22年３月31日

　　　　④　効力発生日　　　　　　平成22年６月28日

　　　　⑤　配当の原資　　　　　　　　　利益剰余金
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）

 
環境・プラン
ト（百万円）

機械・プロセ
ス機器
（百万円）

鉄構・建機
（百万円）

その他
（百万円）

合計
（百万円）

消去または全
社（百万円）

連結
（百万円）

売上高                             

(1）外部顧客に対する売上

高
22,427 18,481 9,535 7,496 57,941 － 57,941

(2）セグメント間の内部売

上高または振替高
40 157 2 831 1,031 △1,031 －

計 22,468 18,638 9,537 8,328 58,972 △1,031 57,941

営業利益（または営業損

失（△））
38 1,623 191 241 2,094 △27 2,067

　

前第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）

 
環境・プラン
ト（百万円）

機械・プロセ
ス機器
（百万円）

鉄構・建機
（百万円）

その他
（百万円）

合計
（百万円）

消去または全
社（百万円）

連結
（百万円）

売上高                             

(1）外部顧客に対する売上

高
65,924 70,981 21,554 22,869 181,329 － 181,329

(2）セグメント間の内部売

上高または振替高
155 493 411 2,214 3,275 △3,275 －

計 66,079 71,474 21,966 25,084 184,605△3,275 181,329

営業利益（または営業損

失（△））
△614 7,363 523 591 7,864 △216 7,647

（注）１．事業区分の方法：製品の種類・性質・製造方法・販売市場等の類似性に基づく製品系列による。

２．各区分の主要製品：

環境・プラント ……………都市ごみ焼却施設、産業廃棄物処理施設、エネルギー回収システム（ごみ発

電設備等）、バイオマス利用システム、水・汚泥処理施設、土地浄化システ

ム、海水淡水化プラント等各種プラント、脱硝触媒等

機械・プロセス機器 ……………製鉄機械、鍛圧機械、風力機械、食品機械、医薬機械、プラスチック機械、舶用

機器、精密機器（有機ＥＬ製造装置、ＦＰＤ製造装置等）、発電設備、内燃機

関、タービン、ボイラ、圧力容器等各種プロセス機器、原子力関連設備機器等

鉄構・建機 ……………橋梁、水門扉、鋼製煙突、水圧鉄管、海洋土木（沈埋函等）、シールド掘進機、

土木建設機械等

その他 ……………エレクトロニクス・制御システム、高精度位置情報システム（ＧＰＳ、ＧＩ

Ｓ）、防災システム、電力卸供給事業等
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３．会計方針の変更  

　　前第３四半期連結累計期間

　　（工事契約に関する会計基準）　

　　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３．(1)に記載のとおり、受注工事に

係る収益の計上基準については、従来、連結財務諸表提出会社は、工事期間が１年以上で、かつ、契約金額が

５億円以上、一部の連結子会社は、工事期間が１年以上で、かつ、契約金額が一定額以上の長期請負工事に

ついては工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用していたが、「工事契約に関する

会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期

連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実

性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事に

ついては工事完成基準を適用している。この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累

計期間の売上高は、環境・プラント事業で1,733百万円、機械・プロセス機器事業で1,746百万円、鉄構・建

機事業で2,202百万円、その他事業で24百万円それぞれ増加している。また、営業利益は、環境・プラント事

業で352百万円、機械・プロセス機器事業で257百万円、鉄構・建機事業で341百万円、その他事業で３百万

円それぞれ増加している。

 

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）

　　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載

を省略している。 

　

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）

 アジア 中南米 ヨーロッパ その他 計

Ⅰ．海外売上高（百万円） 5,359 125 225 1,627 7,338

Ⅱ．連結売上高（百万円）                 57,941

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
9.3 0.2 0.4 2.8 12.7

前第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）

 アジア 中南米 ヨーロッパ その他 計

Ⅰ．海外売上高（百万円） 19,586 1,129 960 12,292 33,969

Ⅱ．連結売上高（百万円）                 181,329

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
10.8 0.6 0.5 6.8 18.7

　（注）１．国または地域の区分は、地理的近接度によっている。

２．各区分に属する主な国または地域

(1）アジア………韓国、中国、台湾、タイ、シンガポール、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、

香港、インド、カタール

(2）中南米………ブラジル

(3）ヨーロッパ…イギリス、フランス、ドイツ

(4）その他………アメリカ

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高である。
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要　

　当社の報告セグメントは、取締役会が業績評価をするために、当社の事業活動を区分した組織に基づいた単

位となっている。 

　当社は、製品・サービス別に本部を置き、各本部は、取り扱う製品・サービスについて戦略を立案し、事業活

動を展開している。　

　したがって、当社は、製品・サービス別の本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されて

おり、「環境事業」、「プラント事業」、「機械事業」、「プロセス機器事業」、「インフラ事業」、「精密機

械事業」及び「その他事業」の７つを報告セグメントとしている。報告セグメントごとの主要製品及びサー

ビスは次のとおりである。

　

環境 ……………ごみ焼却・リサイクル施設、水・汚泥処理施設、バイオマス利用システム

プラント ……………海水淡水化プラント等各種プラント、発電設備、電力卸売

機械 ……………舶用原動機、舶用甲板機械、鍛圧機械、ボイラ

プロセス機器 ……………圧力容器等各種プロセス機器、原子力関連設備機器

インフラ ……………橋梁、水門扉、煙突、海洋土木、シールド掘進機、防災システム

精密機械 ……………プラスチック機械等各種軽機械、精密機器、エレクトロニクス・制御システム

その他 ……………運輸・倉庫・港湾荷役
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２．報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報

　

　当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22月12月31日まで）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）　

　

報告セグメント　
調整額
（注）１　

四半期
連結損益
計算書
計上額
（注）２　

環境 プラント 機械
プロセス
機器

インフラ 精密機械 その他 合計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客に対す

る売上高
49,77220,63643,02512,82926,74230,1446,835189,986－ 189,986

セグメント間の

内部売上高また

は振替高

48 149 289 250 660 484 2,3914,275△4,275 －

計 49,82020,78543,31513,08027,40230,6289,227194,261△4,275189,986

セグメント利益

またはセグメン

ト損失（△）

△1,462△430 2,9562,102 794 2,517 609 7,089 95 7,184

（注）１．セグメント利益またはセグメント損失の調整額95百万円は、セグメント間取引消去に関わるもの

である。

　　　２．セグメント利益またはセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。　

　

　当第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日から平成22月12月31日まで）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）　

　

報告セグメント　
調整額
（注）１　

四半期
連結損益
計算書
計上額
（注）２　

環境 プラント 機械
プロセス
機器

インフラ 精密機械 その他 合計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客に対す

る売上高
19,1686,27215,3392,90711,23410,8752,40068,197 － 68,197

セグメント間の

内部売上高また

は振替高

8 63 151 93 293 229 807 1,647△1,647 －

計 19,1776,33515,4903,00011,52811,1043,20769,844△1,64768,197

セグメント利益

またはセグメン

ト損失（△）

662 △5 1,025△252 △196 821 313 2,368 95 2,464

（注）１．セグメント利益またはセグメント損失の調整額95百万円は、セグメント間取引消去に関わるもの

である。

　　　２．セグメント利益またはセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。　

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報　

　該当事項なし。

　

（追加情報）

　第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

20号　平成20年３月21日）を適用している。　
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（企業結合等関係）

当第３四半期連結会計期間
（平成22年10月１日から
平成22年12月31日まで）

（取得による企業結合）

１．被取得企業の名称及びその事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の

名称及び取得した議決権比率

(1) 被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称　AE&E Inova AG

事業の内容　ごみ発電設備の設計・製作・販売・保守・運営

(2) 企業結合を行った主な理由

廃棄物処理施設事業の海外展開を加速するという方針の下、欧州市場を確保し、さらには全世界の市場を視野に

入れた事業展開を図っていくため、全株式を取得することとしたものである。

(3) 企業結合日

平成22年12月20日

(4) 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

(5) 結合後企業の名称

名称に変更はない。

(6) 取得した議決権比率

100.0%

　

２．被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価 普通株式の取得原価 26百万円

取得に直接要した費用 アドバイザリー費用等 320　〃

追加出資 増資引受 1,673　〃　　

取得原価    2,020百万円　　

　

３．発生したのれんの金額、企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額等

当第３四半期連結会計期間末において、AE&E Inova AG取得に伴い取得した資産及び引き受けた負債のうち、企業

結合日における識別可能な資産及び負債の特定ならびに時価の測定が未了であるため、取得原価の配分は完了して

いない。従って、暫定的な会計処理を行っており、当該子会社への投資額2,020百万円を、投資その他の資産の「その

他」に含めて四半期連結貸借対照表に計上している。なお、AE&E Inova AGの損益は四半期連結損益計算書には含め

ていない。

EDINET提出書類

日立造船株式会社(E02124)

四半期報告書

29/34



（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 107円　 29銭 １株当たり純資産額 99円　 15銭

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第３四半期連結累計期間
（平成21年４月１日から
平成21年12月31日まで）

当第３四半期連結累計期間
（平成22年４月１日から
平成22年12月31日まで）

１株当たり四半期純利益金額 11
円

　
62銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額
9
円

　
79銭

１株当たり四半期純利益金額 10
円

　
47銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額
9
円

　
7銭

　（注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

である。

 
前第３四半期連結累計期間
（平成21年４月１日から
平成21年12月31日まで）

当第３四半期連結累計期間
（平成22年４月１日から
平成22年12月31日まで）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益（百万円） 9,230 8,309

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 9,230 8,309

普通株式の期中平均株式数（千株） 794,573 793,933

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益調整額（百万円）　 △3 26

（うち支払利息（税額相当額控除後）

（百万円））
（100） （100）

（うちその他（税額相当額控除後）

（百万円））（注）
（△104） （△73）

普通株式増加数（千株） 147,762 124,982

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

──── ────

　（注）額面よりも高い価額で発行したことによる当該差額に係る当期償却額（税額相当額控除後）である。

EDINET提出書類

日立造船株式会社(E02124)

四半期報告書

30/34



前第３四半期連結会計期間
（平成21年10月１日から
平成21年12月31日まで）

当第３四半期連結会計期間
（平成22年10月１日から
平成22年12月31日まで）

１株当たり四半期純利益金額 2
円

　
70銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額
2
円

　
27銭

１株当たり四半期純利益金額 3
円

　
41銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額
3
円

　
16銭

　（注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

である。

 
前第３四半期連結会計期間
（平成21年10月１日から
平成21年12月31日まで）

当第３四半期連結会計期間
（平成22年10月１日から
平成22年12月31日まで）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益または（百万円） 2,143 2,709

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 2,143 2,709

普通株式の期中平均株式数（千株） 794,557 793,907

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益調整額（百万円）　 △1 22

（うち支払利息（税額相当額控除後）

（百万円））
（33） （33）

（うちその他（税額相当額控除後）

（百万円））（注）
（△34） （△11）

普通株式増加数（千株） 147,762 70,093

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

──── ────

　（注）額面よりも高い価額で発行したことによる当該差額に係る当期償却額（税額相当額控除後）である。

　

（重要な後発事象）

当第３四半期連結会計期間
（平成22年10月１日から
平成22年12月31日まで）

　該当事項なし。

 

２【その他】

　ごみ焼却炉建設工事の入札に関して独占禁止法違反があったとする公正取引委員会の審判審決を不服として、当社

を含む５社が東京高等裁判所に提起していた審決取消請求訴訟において、平成20年９月26日に当社らの請求を棄却す

る判決があったため、これに対し、最高裁判所に上告したところ、平成21年10月６日に上告棄却の決定があり、本件審

判審決が確定した。また、これに関して、平成19年３月23日付で、公正取引委員会から課徴金納付命令が出され、審判が

行われていたところ、平成22年11月10日付で、当社に対し、4,901百万円の課徴金納付を命じる審決があったが、当社は

東京高等裁判所に審決取消請求訴訟を提起し、現在係属中である。

　さらに、これに関連して、住民訴訟１件及び発注者からの損害賠償請求訴訟３件が係属中である。このうち、尼崎市発

注の同工事の入札に係る住民訴訟については、平成22年７月23日に大阪高等裁判所から、当社を含む６社が連帯して

335百万円を同市に支払うよう命じる判決があった。この判決は、当社を含む６社が連帯して530百万円を同市に支払

うよう命じる神戸地方裁判所の判決に控訴したところ、大阪高等裁判所から第一審判決取消の判決があったため、住

民がこれに対して上告を行ったところ、最高裁判所により、大阪高等裁判所へ差し戻す旨の決定があったことを受け

て、同裁判所において審理されていたものである。なお、住民はこれに対して上告し、現在係属中である。また、西村山

広域行政事務組合の同工事の入札に係る発注者からの損害賠償請求訴訟については、山形地方裁判所の和解勧告を受

けて、当社が解決金300百万円を支払うことで平成22年11月10日に和解した。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項なし。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年２月12日

日立造船株式会社

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 池　田　芳　則　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 黒　木　賢一郎　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 小　幡　琢　哉　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日立造船株式会社の

平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日立造船株式会社及び連結子会社の平成21年12月31日現在の財政状態、同

日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書提

出会社が別途保管している。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていない。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年２月10日

日立造船株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員　

 公認会計士 池　田　芳　則　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 黒　木　賢一郎　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小　幡　琢　哉　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日立造船株式会社の

平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日から平成22年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日立造船株式会社及び連結子会社の平成22年12月31日現在の財政状態、同

日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書提

出会社が別途保管している。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていない。
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